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池田理容店 
ひろたクリニック 

宇都宮野沢郵便局 
松本医院 
オータニ野沢店 等 

梵天の湯 
上河内地区市民センター 
サンユー上河内店 

ＪＡうつのみや北部支所 
ろまんちっく村 
国本西小 

東武宇都宮駅 

【凡例】（公共交通） 

 既存バス路線・停留所 

 運行本数（上下計 77 本/平日） 

 地域内交通 

 地域内交通の地区外の主要目的施設 

77

施設名 

公共交通 

③地域内交通「わくわくとみや号」が地区全域を

カバーしており，午前８時台から午後６時台ま

で運行しています。 

④地域内交通とバスを乗り継いだ利用が少ない
状況です。 

公共交通 

①バスは２０分～３０分に１本の頻度で日光街

道を運行しています。 

②「富屋小学校前 ⇔ ＪＲ宇都宮駅」の運賃は

６３０円となっています。 

公共交通

⑤全てのバスが大通りを経由しており，

市中心部においてもバスが不便な地域

が存在しています。 

済生会病院 

日光・船生方面 

ＪＲ宇都宮駅方面 

ろまんちっく村 

宇都宮動物園 

富屋小 

晃陽中 

国本西小 

国本中央小 

富屋特別支援学校 

国本中 

富屋地区市民センター 

ＦＫＤ 

栃木医療センター 

徳次郎ＩＣ

宇都宮ＩＣ
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110

行政施設などが集まり，主要な幹線の結節点

である地区市民センター周辺について，生活

利便機能の誘導を図っていく必要があります。 

市街化調整区域の土地利用 

市街化調整区域の土地利用 

①無秩序に集落等から外に拡がる住宅開発やそれ

による農地の営農環境の悪化が懸念されます。 

②豊かな農業生産基盤など，自然環境を守っていく

必要があります。 

農業振興 

地域の特性を踏まえ，農業振興に取り組む

必要があります。 

 〒

【凡例】（土地利用） 

 富屋地区 

 市街化区域 

 都市機能誘導区域 

 スーパー・ドラッグストア

 コンビニ 

 診療所・クリニック 

 子育て支援施設 

 介護保険サービス 

〒 郵便局 

 その他生活利便施設 

富屋地区の現状（土地利用・公共交通） 

産業拠点

宇都宮ＩＣ周辺について，広

域交通の利便性を生かした

産業・交通の拠点として拠

点形成に取り組む必要があ

ります。 
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桜通り十文字 

済生会病院 

競輪場通り 

ＦＫＤ 

日光・船生方面 

ＪＲ宇都宮駅方面 

ろまんちっく村 

宇都宮動物園 

宇
都
宮
北
道
路 

富屋小 

晃陽中

国本西小 

国本中央小 

富屋特別支援学校 

国本中 

富屋地区市民センター 

栃木医療センター 済生会病院 

徳次郎ＩＣ 

宇都宮ＩＣ 

公共交通

④地域内交通とバスの乗り継ぎポイントを整備

します。 

 また，乗り継ぎ割引についても検討します。 

公共交通

⑤地域医療拠点施設へアクセスするバスを検討します。

⑥中心市街地の多様な移動需要に対応するため，大通り

を運行するバスについて，大通りや県庁前通りなどへ

の振り分けを検討します。 

⑦ＬＲＴと役割分担し，大通りのバスの快速運行を検討

します。 

公共交通 

③利用しやすいバスの運賃体系を

検討します。 

公共交通 

①地域医療拠点施設へのアクセス向上のため，

「ろまんちっく村」止まりのバスの「山王団地」

への延伸を検討します。 

また，「山王団地」止まりのバスの「ろまんち

っく村」への延伸を検討します。 

②「ＪＲ宇都宮駅 ⇒ 山王団地」の深夜バスの運

行を検討します。 

国道１１９号 

自転車歩行者道の整備を行い，交通安全
の向上を図ります。 

農業振興 

生産力向上，販売力向上，地域力向上を

基本目標に未来の担い手育成や収益力

の高い農業実現など，農業振興に取り組

んでいます。 

地域拠点（富屋地区市民センター周辺） 

①地域拠点の利便性向上 

【開発許可基準緩和】 

・スーパー，ドラッグストアが立地できるよ

うにします。 

②地域拠点への居住誘導 

【地区計画制度の緩和】 

・地区計画制度を活用し居住を誘導します。 

市街化調整区域の土地利用 

① 営農継続や既存集落のコミュニティを維持 

・地域に縁のある方（分家やＵターンなど）の住宅立地

基準を維持し，既存集落のコミュニティを維持します。

②営農環境を保全 

・地域に縁のない方（市街化区域等からの移住者）の自

己用住宅立地基準を２年間(※)の経過措置を設け廃止

します。 

※地域拠点においては，地区計画制度の活用促進を図り

ながら，実際の運用状況により廃止します。 

7 

6 5

5 

【凡例】 

 地域拠点の範囲案 

 市街化区域 

 都市機能誘導区域 

 居住誘導区域の範囲イメージ 

 既存バス路線・停留所 

 新設バス路線イメージ 

 地域内交通 

 地域内交通の地区外の主要目的施設 

 ＬＲＴ計画区間・停留場（点線はイメージ）

 交通結節機能（トランジットセンター等） 

施設名 

富屋地区における将来の取組イメージ 

2

産業拠点 

産業拠点として，流通業務機能や生産機能のほ

か，交流人口の増加に繋がる都市機能などの誘

導を図ることで，拠点形成に取り組みます。 



富屋地区の将来像
地域特性に応じた『将来に亘って住み慣れた場所で

安心して暮らし続けることのできる地域』を目指す。

・「山王団地」と「ろまんちっく村」を

接続させることで，栃木医療セン

ター等へのアクセス性向上

・バスの運賃見直しや地域内交通と
の乗り継ぎ割引を実施することで，
中心部への移動も便利に

・住みやすくなったことで農業後継者
が確保され，営農が継続できる。

・地域拠点に店舗等が増えるとともに，地区全体を面的にカバー
する地域内交通や中心部までを結ぶバスの利便性向上により，
富屋地区全体が住みやすくなる。

⇒地域拠点を中心に既存集落等のコミュニティが維持される。

・店舗や診療所などの誘導，公共
交通の充実により利便性向上

・利便性向上や宅地整備などに
より住民が増え，コミュニティが
維持される。

・産業拠点として土地利用が図られ
ることで，新たな雇用の創出が生
まれるなど，地域の活性化に繋
がっている。


